
次回定例会は１２月１０日(木)１０：００開会予定です ☆ 傍聴をお待ちしています。 

 

 １．議会構成について 

◎議会運営委員会（3 人）   
・議会運営に関する事項 

・会議規則、委員会条例に関する 

事項 

・議長の諮問に関する事項 

東秩父村議会では、住みよい地域づくりのため、いろいろな活動を行っております。 

 

【９月の議会活動】 

○議会全員協議会（２日）        〇議会だより第 11 号第１回編集委員会 

〇国保運営協議会            〇議会運営委員会   

〇議会全員協議会（９日）        ○第３回東秩父村議会定例会 

○議会だより第 11 号第２回編集委員会  ○総務産業常任委員会 

○例月出納検査 

 

[ その他 ] 

○第４６回東秩父中学校体育祭（招待なし） ○敬老会（中止） 

○第７回槻川小学校運動会（招待なし） 

☆地籍調査について 

◦地籍調査では、航空写真を元に作成した「東秩父村全図(白図)」から調査する地域の面積を算定し

ます。現地で行う調査では、関係する地権者等の立会いのもとで筆界を確認した後、機器を用いて

測量し、図面を作成します。関係者が図面を閲覧・確認後、法務局で登記手続きが行われます。 

◦現在課税対象になっている土地は、明治期の土地台帳の記載内容がそのまま引き継がれているた

め、測量技術の精度不足や他の事情で、実際とは異なる面積で登録されているものがほとんどです。 

◦この事業で地籍が確定した土地については順次登記が進められ、毎年１月１日までに法務局に登記

が済んだものは、翌年度から新たな課税額が適用されます。 

◦土地の筆界を確定することで、災害からの復旧時等における手続きが容易になります。 

質疑応答ピックアップ「地籍調査事業」  … 第３回定例会での質疑応答の一部を抜粋・まとめ 

 

 
東秩父村議会活動報告  

東秩父村公式ホームページ：http://www.vill.higashichichibu.saitama.jp 

議会に関するお問合せ：議会事務局 ☎82-1257 

No.７４ 令和２年１０月 

 


